
藤岡市建築基準法関係手数料条例（改正） 施行日

１　建築確認・検査等申請手数料

以内

30 超 ～ 以内

超 ～ 以内

超 ～ 以内

超 ～ 以内

超 ～ 以内

超 ～ 以内

超 ～ 以内

超 ～

　用途

未満

以上

未満

以上

令和7年4月1日

手数料（円） 完了検査申請　※2

種類・規模
中間検査合格
済み建築物①

左記以外の
建築物②

　省エネ検査
加算分③

30 10,000 14,000 14,000 15,000 3,000 

100 16,000 15,000 18,000 19,000 4,000 

100 200 26,000 20,000 25,000 26,000 5,000 

200 500 40,000 25,000 39,000 40,000 8,000 

500 1,000 69,000 39,000 68,000 69,000 13,000 

1,000 2,000 87,000 51,000 83,000 86,000 17,000 

2,000 10,000 168,000 113,000 139,000 149,000 29,000 

10,000 50,000 282,000 176,000 227,000 237,000 47,000 

50,000 559,000 362,000 451,000 461,000 92,000 

工　　作　　物 13,000 13,000 8,000 

建　築　設　備 14,000 18,000 10,000 

小荷物専用昇降機 9,000 14,000 8,000 

※1　省エネ仕様基準の審査を要する場合は、別途手数料を加算。

※2　①又は②に、③の金額を加えて手数料を算定。③は要確認特定建築行為に係る部分の床面積に基づき敷地単位で算定。

2　省エネ仕様基準の審査を要する場合に加算する手数料※3

内容

床面積（㎡）

200 11,000 

200 13,000 

300 22,000 

300 34,000 

※3　建築物毎の床面積に応じ算定し合算。

確認申請
計画通知

※1
中間検査申請 計画変更申請

そ
の
他

加算手数料

一戸建ての住宅

一戸建ての住宅以外の住宅

建
築
物
・
床
面
積
の
合
計
（
㎡
）

変更にかかる
総床面積の１
／２に相当す
る額とする。

《床面積が増
加する場合の
み増加部分の
床面積とす

る。》


